
令和８（2026）年度 守口市立八雲小学校 

非常変災時（台風・地震）に伴う対応について 
・非常変災発生時は、以下のように対応いたします。 

１．暴風について 

警報 「暴風警報」または、「レベル５特別警報」または「レベル４危険警報」 

発令地域 「東部大阪」区域または、「守口市」 

基準 ① ７：45までに「暴風警報」「特別警報」が解除 ⇒ 通常の登校 

② ７：45～８：00の間に解除 ⇒ ８：３０に学校へ着くよう登校 

③ ８：00～10：00に解除 ⇒ 解除された時刻より３０分後に学校に着くよう

登校 

④ 10：00以降に解除されても休校となります。 

※ 登校後の暴風警報発令の場合、ＣＯＣＯＯにて下校（引き取り）か待機の連
絡をします。 

留意事項 〇大雨・洪水警報の発令時は、臨時休校等は行いません。ただし、状況により「生

命の安全」を第一に考え、登校の可否を保護者の判断で行うことができます。

（遅刻、欠席等の扱いをしない） 

 

２．地震について 

震度 児童登校前に「震度５弱」以上 

発令地域 守口市域が含まれる場合 

子ども 

の登校 

① 臨時休校 

② 「震度５弱」未満でも、被害の状況により臨時休校 

③ 登校後の発生は、状況により下校（引き取り）を判断し、ＣＯＣＯＯにてご
連絡します。                 

 

３．その他 

※給食は、物資配送状況により一部実施もしくは、中止となることがあります。 
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